
聖

籠

町

告

示

第

十

一

号

 

 
聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

料

金

及

び

自

動

車

燃

料

費

助

成

事

業

実

施

要

綱

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 

 
 

平

成

二

十

三

年

三

月

十

四

日

 

聖

籠

町

長

 

渡

邊

 

廣

吉

 
 

 
 

 

聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

料

金

及

び

自

動

車

燃

料

費

助

成

事

業

実

施

要

綱

 

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条

  

こ

の

告

示

は

、

心

身

障

害

者

に

対

し

、

タ

ク

シ

ー

利

 

用

料

金

及

び

自

動

車

燃

料

費

を

助

成

す

る

こ

と

に

よ

り

、
心

身

障

害

者

の

生

活

行

動

範

囲

の

拡

大

及

び

社

会

参

加

の

促

進

を

図

る

こ

と

に

関

し

、
必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

告

示

に

お

い

て

、
次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。
 

一

 

福

祉

タ

ク

シ

ー

 

心

身

障

害

者

の

タ

ク

シ

ー

利

用

に

つ

い

て

、
聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

料

金

助

成

事

業

委

託

契

約

書

（

別

記

様

式

第

一

号

）

に

よ

り

、

町

と

契

約

を

締

結

し

た

団

体

等

（

以

下

「

福

祉

タ

ク

シ

ー

事

業

者

」

と

い

う

。
）

の

所

有

す

る

専

ら

道

路

運

送

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

三

号

)

第

三

条

第

一

号

ハ

に

規

定

す

る

一

般

乗

用

旅

客

自

動

車

運

送

事

業

の

用

に

供

す

る

自

動

車

を

い

う

。

 

二

 

自

動

車

 

障

害

者

が

外

出

す

る

際

に

使

用

す

る

自

動

車

で

あ

っ

て

、

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

も

の

。

 

イ

 

障

害

者

本

人

が

運

転

す

る

自

動

車

 

ロ

 

障

害

者

と

生

計

を

一

に

す

る

者

が

運

転

す

る

自

動

車

 



ハ

 

障

害

者

を

継

続

的

、

か

つ

、

日

常

的

に

介

護

し

て

い

る

者

が

運

転

す

る

自

動

車

 
（

助

成

対

象

者

）

 

第

三

条

 
助

成

対

象

者

は

、

町

内

に

住

所

を

有

し

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

と

す

る

。

 

一

 

身

体

障

害

者

福

祉

法
（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

八

十

三

号

）
第

十

五

条

第

四

項

に

規

定

す

る

身

体

障

害

者

手

帳

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

で

、
当

該

手

帳

に

記

載

さ

れ

て

い

る

等

級

が

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

。

 

イ

 

身

体

障

害

者

福

祉

法

施

行

規

則
（

昭

和

二

十

五

年

厚

生

省

令

第

十

五

号

。

以

下

「

省

令

」

と

い

う

。
）

別

表

第

五

号

の

一

級

に

該

当

す

る

者
 

ロ

 

省

令

別

表

第

五

号

の

二

級

に

該

当

す

る

者

 

ハ

 

省

令

別

表

第

五

号

の

三

級

で

あ

っ

て

、
下

肢

不

自

由

、

体

幹

不

自

由

若

し

く

は

心

臓

、

じ

ん

臓

、

呼

吸

器

、

ぼ

う

こ

う

、

直

腸

、

小

腸

、

肝

臓

、

ヒ

ト

免

疫

不

全

ウ

イ

ル

ス

に

よ

る

免

疫

の

機

能

障

害

又

は

乳

幼

児

期

以

前

の

非

進

行

性

の

脳

病

変

に

よ

る

運

動

（

移

動

）

機

能

障

害

に

該

当

す

る

者

 

二

 

知

事

が

交

付

す

る

療

育

手

帳

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

で

あ

っ

て

、

障

害

の

程

度

が

「

Ａ

」

と

判

定

さ

れ

た

者

 

三

 

精

神

保

健

及

び

精

神

障

害

者

福

祉

に

関

す

る

法

律
（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）
第

四

十

五

条

第

二

項

に

規

定

す

る

精

神

障

害

者

保

健

福

祉

手

帳

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

 

四

 

そ

の

他

町

長

が

特

に

必

要

と

認

め

る

者

 

２

 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、
次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

は

、

助

成

の

対

象

と

し

な

い

。

 

一

 

聖

籠

町

じ

ん

臓

機

能

障

害

者

通

院

交

通

費

助

成

要

綱



（

平

成

十

年

聖

籠

町

告

示

第

十

六

号

）
に

よ

り

助

成

を

受

け

て

い

る

者

 
二

 

社

会

福

祉

法

人

聖

籠

町

社

会

福

祉

協

議

会

が

実

施

す

る

類

似

の

事

業

の

助

成

を

受

け

て

い

る

者

 

（

助

成

対

象

経

費

）

 

第

四

条

 

助

成

の

対

象

と

な

る

経

費

（

以

下

「

対

象

経

費

」

と

い

う

。
）

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

経

費

の

い

ず

れ

か

と

す

る

。

 

一

 

助

成

対

象

者

が

、
外

出

す

る

際

に

利

用

し

た

福

祉

タ

ク

シ

ー

の

料

金

（

以

下

「

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

料

金

」

と

い

う

。
）

 

二

 

助

成

対

象

者

が

、
外

出

す

る

際

に

使

用

す

る

自

動

車

の

当

該

外

出

に

要

す

る

た

め

の

燃

料

費

（

以

下

「

自

動

車

燃

料

費

」

と

い

う

。
）

 

（

助

成

の

申

請

）

 

第

五

条

 

助

成

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、
身

体

障

害

者

手

帳

、

療

育

手

帳

又

は

精

神

障

害

者

保

健

福

祉

手

帳

を

添

え

て

、
聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

助

成

券

及

び

自

動

車

燃

料

費

助

成

券

交

付

申

請

書

（

別

記

様

式

第

三

号

）

を

町

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

助

成

の

決

定

）

 

第

六

条

 

町

長

は

、
前

条

の

規

定

に

よ

る

申

請

が

あ

っ

た

と

き

は

、

こ

れ

を

審

査

し

、

助

成

の

可

否

を

決

定

し

た

と

き

は

、

聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

助

成

券

及

び

自

動

車

燃

料

費

助

成

券

交

付

決

定

（

却

下

）

通

知

書

（

別

記

様

式

第

四

号

）

に

よ

り

、

申

請

者

に

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

料

金

の

助

成

）

 

第

七

条

 

町

長

は

、
前

条

の

規

定

に

よ

り

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

料

金

の

助

成

が

決

定

し

た

者

（

以

下

「

利

用

料

金

助

成

決

定



者

」

と

い

う

。
）

に

対

し

、

聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

助

成

券
（

別

記

様

式

第

六

号

。
以

下
「

利

用

助

成

券

」
と

い

う

。
）

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

助

成

額

は

、

利

用

助

成

券

一

枚

に

つ

き

七

百

円

と

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

利

用

助

成

券

は

、
利

用

料

金

助

成

決

定

者

一

人

に

対

し

、
一

年

度

に

つ

き

二

十

四

枚

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

新

規

に

申

請

す

る

者

の

初

年

度

の

交

付

は

、

別

表

の

と

お

り

と

し

、

第

五

条

の

規

定

に

よ

る

申

請

を

適

正

と

認

め

受

理

し

た

月

分

か

ら

と

す

る

。

 

３

 

利

用

助

成

券

の

有

効

期

間

は

、
交

付

の

日

か

ら

当

該

年

度

の

末

日

ま

で

と

す

る

。

 

４

 

利

用

助

成

券

は

再

交

付

し

な

い

も

の

と

す

る

。

 

５

 

利

用

料

金

助

成

決

定

者

が

利

用

助

成

券

を

使

用

す

る

場

合

は

、

身

体

障

害

者

手

帳

、

療

育

手

帳

又

は

精

神

障

害

者

保

健

福

祉

手

帳

を

提

示

し

、
乗

車

の

際

に

利

用

助

成

券

を

福

祉

タ

ク

シ

ー

事

業

者

の

運

転

手

に

渡

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

６

 

利

用

料

金

助

成

決

定

者

が

利

用

助

成

券

を

使

用

す

る

と

き

は

、
乗

車

料

金

か

ら

助

成

額

を

控

除

し

た

金

額

を

福

祉

タ

ク

シ

ー

事

業

者

に

支

払

う

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

乗

車

料

金

が

使

用

す

る

利

用

助

成

券

の

合

計

助

成

額

に

満

た

な

い

と

き

は

、

当

該

乗

車

料

金

の

額

を

助

成

額

と

す

る

。

 

 

（

自

動

車

燃

料

費

の

助

成

）

 

第

八

条

 

町

長

は

、
第

六

条

の

規

定

に

よ

り

自

動

車

燃

料

費

の

助

成

が

決

定

し

た

者

（

以

下

「

燃

料

費

助

成

決

定

者

」

と

い

う

。
）

に

対

し

、

自

動

車

燃

料

費

助

成

券

（

別

記

様

式

第

七

号

。

以

下

「

燃

料

費

助

成

券

」

と

い

う

。
）

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

助

成

額

は

、

燃

料

費

助

成

券

一

枚

に

つ

き

七

百

円

と

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

燃

料

費

助

成

券

は

、
助

成

決

定

者

一



人

に

対

し

、
一

年

度

に

つ

き

十

二

枚

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

新

規

に

申

請

す

る

者

の

初

年

度

の

交

付

は

、

別

表

の

と

お

り

と

し

、
第

五

条

の

規

定

に

よ

る

申

請

を

適

正

と

認

め

受

理

し

た

月

分

か

ら

と

す

る

。

 

３

 

燃

料

費

助

成

券

の

有

効

期

間

は

、
交

付

の

日

か

ら

当

該

年

度

の

末

日

ま

で

と

す

る

。

 

４

 

燃

料

費

助

成

券

は

再

交

付

し

な

い

も

の

と

す

る

。

 

５

 

燃

料

費

助

成

決

定

者

は

、

燃

料

費

助

成

券

を

、

聖

籠

町

自

動

車

燃

料

費

助

成

事

業

委

託

契

約

書

（

別

記

様

式

第

二

号

）

に

よ

り

町

と

契

約

を

締

結

し

た

団

体

等

（

以

下

「

給

油

事

業

者

」

と

い

う

。
）

の

給

油

所

で

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

６

 

燃

料

費

助

成

決

定

者

が

燃

料

費

助

成

券

を

前

項

に

規

定

す

る

給

油

所

で

使

用

す

る

場

合

は

、

身

体

障

害

者

手

帳

、

療

育

手

帳

又

は

精

神

障

害

者

保

健

福

祉

手

帳

を

提

示

し

、
燃

料

費

助

成

券

を

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

資

格

の

喪

失

）

 

第

九

条

 

助

成

対

象

者

は

、
第

三

条

に

規

定

す

る

要

件

を

有

し

な

く

な

っ

た

と

き

は

、
聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

料

金

及

び

自

動

車

燃

料

費

助

成

事

業

利

用

の

資

格

を

喪

失

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

り

聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

料

金

及

び

自

動

車

燃

料

費

助

成

事

業

利

用

の

資

格

を

喪

失

し

た

者

（

以

下

「

資

格

喪

失

者

」

と

い

う

。
）

は

、

聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

料

金

及

び

自

動

車

燃

料

費

助

成

事

業

利

用

資

格

喪

失

届

（

別

記

様

式

第

五

号

）

に

未

使

用

の

利

用

助

成

券

又

は

燃

料

費

助

成

券

を

添

え

て

町

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

助

成

し

た

金

額

の

返

還

）

 

第

十

条

 

町

長

は

、
資

格

喪

失

者

そ

の

他

の

者

が

偽

り

そ

の

他



不

正

な

手

段

に

よ

り

助

成

を

受

け

た

と

き

は

、
そ

の

者

か

ら

当

該

助

成

し

た

金

額

を

返

還

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
（

事

業

者

へ

の

支

払

い

）

 

第

十

一

条
 

福

祉

タ

ク

シ

ー

事

業

者

及

び

給

油

事

業

者

は

、
毎

月

十

日

ま

で

に

前

月

利

用

分

の

請

求

書

に

利

用

助

成

券

又

は

燃

料

費

助

成

券

を

添

付

し

、
町

長

に

請

求

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

町

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

か

ら

の

請

求

に

基

づ

き

、

当

該

助

成

し

た

金

額

に

相

当

す

る

額

を

福

祉

タ

ク

シ

ー

事

業

者

及

び

給

油

事

業

者

に

支

払

う

も

の

と

す

る

。

 

 

（

雑

則

）

 

第

十

二

条

 

こ

の

告

示

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、
こ

の

告

示

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

別

に

定

め

る

。
 

 
 

 

附

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

告

示

は

、
平

成

二

十

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２

 

聖

籠

町

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

扶

助

事

業

実

施

要

綱
（

平

成

十

九

年

聖

籠

町

告

示

第

十

三

号

）

は

、

廃

止

す

る

。



 

別記様式第 1 号(第 2 条関係) 

 

聖籠町福祉タクシー利用料金助成事業委託契約書 

 

  聖籠町福祉タクシー利用料金助成事業の委託について、聖籠町(以下「委託者」という。)

と          (以下「受託者」という。)との間に次のとおり契約を締結する。 

 

 第 1 条 委託者は、上記事業を受託者に委託し、受託者はこれを受託するものとする。 

 第 2 条 事業の委託期間は、  年   月   日から   年   月   日までと

する。 

 第 3 条 聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業実施要綱(以下「要綱」とい

う。)の定めるところにより、対象者が受託者の福祉タクシーを利用したときは、受託者は、

その運行に要した料金の一部(以下「料金」という。)を委託者に請求するものとする。 

 第 4 条 受託者に対する事業の委託は、要綱の定めるところにより、受託者に対して料金を

委託者が負担することによって行うものとする。 

 第 5 条 受託者は、前条の料金を、毎月末現在でその月分をまとめて、業務委託一部履行届

及び使用済みの利用助成券を添えて翌月 10 日までに、委託者に請求するものとする。 

 第 6 条 委託者は、受託者から前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査

し、適正と認めたときは、その料金を受託者が指定する金融機関に支払うものとする。 

 第 7 条 受託者は、第三者に対し事業の一部若しくは全部の実施を委託し、又は請け負わせ

てはならない。 

第8条 委託者は、受託者がこの契約に違反したときは、委託契約を解除することができる。 

第9条  受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 第 9 条 この契約に定めのない事項については、委託者・受託者協議のうえ処理するものと

する。 

  この契約を証するため、契約書 2 通を作成し、委託者・受託者記名押印のうえ各自 1 通を

保有するものとする。 

 

       年  月  日 

 

     委託者 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1635 番地 4 

         聖籠町長             印 

 

 

     受託者 住 所 

         氏 名             印 

 

 



別記 

 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、個人の権利利益を侵害するこ

とのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

る。 

（再委託の禁止） 

第３ 乙は、この契約による業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託すると

きは甲の承諾を得るものとする。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第４ 乙は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するとき

は、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。 

（第三者への提供の禁止） 

第５ 乙は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録

された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６ 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録され

た資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（適正管理） 

第７ 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報の滅失及び

損傷の防止に努めるものとする。乙自らが当該業務を処理するために収集した個人情報

についても、同様とする。 

（資料等の返還等） 

第８ 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収

集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返

還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるもの

とする。 

 （実地調査） 

第９ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行にあたり取り扱

っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

（事故の場合の措置） 

第１０ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったと

きは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

（注）１．甲は実施機関、乙は受託者をいう。 

２．受託業務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略するもの 

とする。



別記様式第 1 号(第 2 条関係) 

 

聖籠町福祉タクシー利用料金助成事業委託契約書 

 

  聖籠町福祉タクシー利用料金助成事業の委託について、聖籠町(以下「委託者」という。)

と          (以下「受託者」という。)との間に次のとおり契約を締結する。 

 

 第 1 条 委託者は、上記事業を受託者に委託し、受託者はこれを受託するものとする。 

 第 2 条 事業の委託期間は、  年   月   日から   年   月   日までと

する。 

 第 3 条 聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業実施要綱(以下「要綱」とい

う。)の定めるところにより、対象者が受託者の福祉タクシーを利用したときは、受託者は、

その運行に要した料金の一部(以下「料金」という。)を委託者に請求するものとする。 

 第 4 条 受託者に対する事業の委託は、要綱の定めるところにより、受託者に対して料金を

委託者が負担することによって行うものとする。 

 第 5 条 受託者は、前条の料金を、毎月末現在でその月分をまとめて、業務委託一部履行届

及び使用済みの利用助成券を添えて翌月 10 日までに、委託者に請求するものとする。 

 第 6 条 委託者は、受託者から前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査

し、適正と認めたときは、その料金を受託者が指定する金融機関に支払うものとする。 

 第 7 条 受託者は、第三者に対し事業の一部若しくは全部の実施を委託し、又は請け負わせ

てはならない。 

第8条 委託者は、受託者がこの契約に違反したときは、委託契約を解除することができる。 

第9条  受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 第 9 条 この契約に定めのない事項については、委託者・受託者協議のうえ処理するものと

する。 

  この契約を証するため、契約書 2 通を作成し、委託者・受託者記名押印のうえ各自 1 通を

保有するものとする。 

 

       年  月  日 

 

     委託者 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1635 番地 4 

         聖籠町長             印 

 

 

     受託者 住 所 

         氏 名             印 

 

 

 



別記 

 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、個人の権利利益を侵害するこ

とのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

る。 

（再委託の禁止） 

第３ 乙は、この契約による業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託すると

きは甲の承諾を得るものとする。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第４ 乙は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するとき

は、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。 

（第三者への提供の禁止） 

第５ 乙は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録

された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６ 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録され

た資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（適正管理） 

第７ 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報の滅失及び

損傷の防止に努めるものとする。乙自らが当該業務を処理するために収集した個人情報

についても、同様とする。 

（資料等の返還等） 

第８ 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収

集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返

還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるもの

とする。 

 （実地調査） 

第９ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行にあたり取り扱

っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

（事故の場合の措置） 

第１０ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったと

きは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

（注）１．甲は実施機関、乙は受託者をいう。 

２．受託業務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略するもの 

とする。



別記様式第３号(第 5 条関係) 

 

聖籠町福祉タクシー利用助成券及び自動車燃料費助成券交付申請書 

 

 

  年  月  日 

 

  聖籠町長    様   

 

           

(申請者) 住 所               

氏 名               

電話番号               

利用対象者との続柄：         

 

 

 聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業実施要綱第 5 条の規定により、下記

のとおり申請します。 

 

対 

象 

者 

氏名  生年月日 年   月   日 

住所  電話番号  

希望助成内容 福祉タクシー利用助成券  ・  自動車燃料費助成券 

手 帳 内 容 

身体障害者手帳 
   級（   種）      第      号 
 

（障害名                   ） 

療育手帳 精神障害者福祉手帳 

 

備考 申請には障害者手帳を提示してください。 



別記様式第４号（第 6 条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

     様 

聖籠町長         印 

 

聖籠町福祉タクシー利用助成券及び自動車燃料費助成券交付決定（却下）通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった福祉タクシー利用助成券及び自動車燃料費助成券

の交付について、下記のとおり決定（却下）したので通知します。 

 

記 

 

１ 助成内容   

 

２ 交付枚数          枚 

 

３ 却下理由 

    

   ４ 参  考 

 

福祉タクシー利用助成券 自動車燃料費助成券 

申請を受理した月 交付枚数 申請を受理した月 交付枚数 

4月 24枚 4月 12枚 

5月 22枚 5月 11枚 

6月 20枚 6月 10枚 

7月 18枚 7月 9枚 

8月 16枚 8月 8枚 

9月 14枚 9月 7枚 

10月 12枚 10月 6枚 

11月 10枚 11月 5枚 

12月 8枚 12月 4枚 

1月 6枚 1月 3枚 

2月 4枚 2月 2枚 

3月 2枚 3月 1枚 

 



別記様式第５号(第 9 条関係) 

 

 

聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業利用資格喪失届 

 

 

  年  月  日 

 

 

  聖籠町長  様 

 

                （届出者） 

住 所            

                 氏  名 

                 資格喪失した者との続柄 

 

 

 下記のとおり聖籠町福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成事業利用資格を喪失しまし

たので届け出ます。 

 

資格喪失した者   

住 所 聖籠町大字 

資格喪失の理由 

１死亡 

２転出 

３障害程度の変更により助成対象者でなくなった 

４その他（                 ） 

 

 



別記様式第６号(第 7 条関係) 

(表) 

 

聖籠町福祉タクシー利用助成券 

 

 

 この券は、下記の協力事業者以外は使えません。 

 この券の有効期限は、申請した日の属する年度末の日（3 月 31 日）までとします。 

 

 

聖籠町長            

 

 

 〈対象者〉 

  住 所  

  氏 名                        

 

協力事業者名 

  

 

(裏) 

 

協力事業者名  

乗車年月 日       年      月      日 

乗 車 経 路 
 乗車地            降車地 

              ～ 

助 成 金 額 ７００円 

 

 



別記様式第７号(第 8 条関係) 

(表) 

 

自動車燃料費助成券 

 

 

 この券は、下記の協力事業者以外は使えません。 

 この券の有効期限は、申請した日の属する年度末の日（3 月 31 日）までとします。 

 

 

聖籠町長            

 

 

 〈対象者〉 

  住 所  

  氏 名                        

 

協力事業者名 

  

 

(裏) 

 

協力事業者名  

給油年月 日       年      月      日 

助 成 金 額 ７００円 

 

 



別表（第 7条、第 8条関係） 

 

福祉タクシー利用助成券 自動車燃料費助成券 

申請を受理した月 交付枚数 申請を受理した月 交付枚数 

4月 24枚 4月 12枚 

5月 22枚 5月 11枚 

6月 20枚 6月 10枚 

7月 18枚 7月 9枚 

8月 16枚 8月 8枚 

9月 14枚 9月 7枚 

10月 12枚 10月 6枚 

11月 10枚 11月 5枚 

12月 8枚 12月 4枚 

1月 6枚 1月 3枚 

2月 4枚 2月 2枚 

3月 2枚 3月 1枚 

 

 


